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健
や
か
な
成
長
を
願
っ
て

５
月
５
日
か
ら
児
童
福
祉
週
間

５
月
５
日
か
ら
１
週
間
は
児
童
福
祉
週
間
で
す
。

市
で
は
、
子
育
て
に
関
す
る
み
な
さ
ん
の
さ
ま

ざ
ま
な
要
望
に
応
え
よ
う
と
、
保
育
園
や
児
童
ホ

ー
ム
・
旧
保
健
セ
ン
タ
ー
で
の
な
か
よ
し
ひ
ろ
ば

の
開
放
や
、
公
民
館
で
の
子
育
て
ひ
ろ
ば
の
開
設

な
ど
を
行
い
、
子
育
て
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

子
育
て
に
つ
い
て
の
相
談
も
お
受
け
し
ま
す
の

で
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
主
な
相
談
窓
口
】

不
安
な
こ
と
や
心
配
な
こ
と
は
一
人
で
抱
え
込

ま
ず
に
、
ま
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〇

地
域
で
の
相
談
窓
口
と
問
い
合
わ
せ
先
…
主
任
児

童
委
員
・
児
童
委
員（
社
会
福
祉
課
・
1
20
‐
１

５
３
６
）、
母
子
福
祉
推
進
員（
児
童
家
庭
課
・

1
20
‐
１
５
３
８
）、地
区
保
健
推
進
員（
健
康
増

進
課
・
1
27
‐
１
１
１
１
）な
ど

〇

市
役
所
内
相
談
窓
口
…
家
庭
児
童
相
談
室（
児
童

家
庭
課
内
1
20
‐
１
５
３
８
）、市
民
支
援
課
（
市

民
相
談
室
1
20
‐
１
５
０
７
）、教
育
指
導
課

（
1
20
‐
１
５
８
２
）

〇

そ
の
ほ
か
の
相
談
窓
口
…
千
葉
県
中
央
児
童
相

談
所（
1
０
４
３
‐
２
５
３
‐
４
１
０
１
）、
子

ど
も
・
家
庭
１
１
０
番（
1
０
４
３
‐
２
５
２
‐

１
１
５
２
）、
成
田
警
察
署
生
活
安
全
課（
1
27

‐
０
１
１
０
内
線
２
６
０
）

※
く
わ
し
く
は
児
童
家
庭
課（
1
20
‐
１
５
３
８
）

へ
。

平成16年度「児童福祉週間」標語

広げよう　子育て支える　地域の輪

しつけや不登校の
ことなどご相談ください
千葉県中央児童相談所の相談員が市役所
で「子ども相談」を行います。気軽にご相談
ください。
日時＝5月14日（金）午前10時～午後3時
会場＝市役所3階第2応接室・302会議室
相談内容＝しつけ、ことば、知的障害児、
身体の不自由な子ども、養護、非行、不
登校、いじめなど
※申し込みなどくわしくは県中央児童相談
所（1043-253-4101）へ。

国民健康保険税の税率が変わります
国
民
健
康
保
険（
以
下
国
保
）税
は
、病
気
や

け
が
に
備
え
、
加
入
者
の
み
な
さ
ん
が
負
担

能
力
に
応
じ
て
お
金
を
出
し
合
い
、
医
療
費

な
ど
の
支
払
い
に
充
て
る
大
切
な
財
源
で
す
。

市
で
は
、
医
療
費
な
ど
の
増
加
で
、
財
源

と
な
る
国
保
税
収
入
の
不
足
が
見
込
ま
れ
る

こ
と
か
ら
、
本
年
度
、
や
む
を
え
ず
税
率
を

改
正
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

●
医
療
給
付
費
分
は
み
な
さ
ん
の
医
療
費
に

国
保
税
の
内
、
医
療
給
付
費
分
は
、
加
入

者
の
医
療
費
な
ど
を
賄
う
た
め
の
も
の
で
、

加
入
者
全
員
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
国
民
健
康

保
険
の
支
出
の
ほ
と
ん
ど
は
、
み
な
さ
ん
の

医
療
費
に
対
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

成
田
市
の
国
保
加
入
者
は
、
平
成
16
年
３

月
末
現
在
１
６
、０
１
２
世
帯
３
１
、
７
８
５

人
で
、
市
民
の
３
人
に
一
人
が
加
入
し
て
い

ま
す
。
こ
こ
数
年
は
、
年
間
約
１
、
０
０
０

人
の
加
入
者
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

本
市
で
は
平
成
８
年
度
か
ら
医
療
給
付
費

分
に
つ
い
て
、
３
億
円
の
減
税
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
他
市
町
村
に
比
べ
て

加
入
者
の
税
負
担
は
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
３
億
の
減
税
分
を
含
め
、
税
収

の
不
足
分
は
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ
で

補
っ
て
い
ま
す
。

平
成
14
年
10
月
に
改
正
さ
れ
た
老
人
保
健

法
に
よ
り
、
70
〜
74
歳
の
医
療
費
も
国
保
で

負
担
し
て
お
り
、
税
収
不
足
は
、
今
後
ま
す

ま
す
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

●
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
も
年
々
増
加

国
保
税
の
内
、
介
護
納
付
金
分
は
国
保
加

入
者
の
40
歳
以
上
65
歳
未
満
で
介
護
保
険
の

２
号
被
保
険
者
に
課
税
さ
れ
る
も
の
で
、
介

護
保
険
の
保
険
料
で
す
。

年
々
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
増
加
し
て
お

り
、
介
護
納
付
金
の
不
足
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

＊

３
億
円
の
減
税
は
維
持
し
つ
つ
、
税
収
の

不
足
分
を
補
う
た
め
税
率
を
改
正
し
ま
し
た
。

現
状
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
み
な
さ
ん
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
健
康
づ
く
り
で
医
療
費
を
節
約

国
民
健
康
保
険
が
負
担
す
る
医
療
費
が
年
々

増
え
続
け
て
、
国
民
健
康
保
険
の
運
営
は
大
変

厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
日
ご
ろ
か
ら
健
康
づ

く
り
や
上
手
な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
1
20
‐
１
５

２
６
）へ
。

国民健康保険税の税率改正

医療給付費 介護納付金

区分 改正前 改正後 改正前 改正後

所得割税率 5.8％ 6.7％ 0.8％ 1.4％

資産割税率 10.0％ 廃止 －

被保険者均等割額

（1人当たり）
16,000円 20,000円 9,000円 13,000円

世帯別平等割額

（1世帯当たり）
10,000円 13,000円 －

課税限度額 53万円 7万円 8万円

子　ど　も　相　談




